産業医フォーラム　「生活習慣病と労働」　―健診活動を通じて―
　　　　　　　　　　　　　　　　財団法人京都工場保健会　森口次郎
労働衛生機関は健康診断の実施のみならず、その事後措置や嘱託産業医活動などを通じて幅広く企業の生活習慣病予防に関与している。当会の健康診断と関連しての生活習慣病予防の取り組みについてご紹介する。

　A事業場では、健康改善セミナー（健診2ヶ月前［初回］と健診2週間後［効果確認］）を含む健診結果を効果測定に利用した短期型・低コストの取り組みを行った。初回から効果確認セミナーへ運動習慣と体脂肪率の改善を認めた。また前年と比較して本年健診時の収縮期血圧値は低下していた。これらの結果を得た理由は、健診直前に目標設定し、健診後すぐに効果確認できることが意欲につながった、短期間であり目標が継続できた、などが考えられた。ただし半年後のアンケート調査では、生活改善持続者は半数未満にとどまり、継続的介入の必要性が示唆された。また、毎年1/3の社員にTHPを実施しているB事業場では、指導内容の再確認とさらなる健康づくりのきっかけとするため、健康診断前に健診結果の推移（最近5年間）と指導内容、体力測定の最近2回の推移を配布した。社員に資料配布についてのアンケート調査を行ったところ、「振り返りが出来た」「健康みつめるきっかけとなった」などの回答が多く寄せられた。生活習慣改善の動機付けを高め、初回THPから3年後フォローアップTHPへの有意な血圧低下に寄与した可能性が推察されたが、一方で「それ以前のデータも見たい」「説明が欲しい」などの意見も寄せられ、課題が残った。当会では、ITを利用した健康支援サービス（健康診断データや数値の時系列グラフ、自分で測定した血圧や生活記録の推移などを携帯電話やパソコンで閲覧できる）を開始している。さらにテレビ電話を通じての専門家相談体制も整備中であり、上記のような企業・社員のニーズに応えるものになり得ると期待している。
また、当会では生活習慣病および脳心疾患予防に労災保険による二次健康診断（労災二次健診）の活用を推進している。一般健康診断にて労災二次健診対象となった者（死の四重奏有所見者）のうち、当会診療所にて労災二次健診を受診した未治療男性101名（受診群）と、死の四重奏所見に該当しながら労災二次健診を受診しなかった未治療男性101名（非受診群）を対象に、労災二次健診該当時と1年後の一般健康診断項目（問診での喫煙および飲酒習慣、BMI、血圧、血液）の変化を比較検討したところ、労災二次健診該当時から1年後の各項目の変化では、非受診群ではHDL-cの増加以外に有意な変化を認めなかったが、受診群ではBMI、血圧、脂質、糖の全てで有意な改善を認めた。この結果から、労災二次健診は生活習慣病・脳心疾患対策に有効と考えられた。

嘱託産業医を担当している事業場から過重労働対策として医師面接のみの依頼を受けることがあり、時に被害者責任主義的な取り組みに陥りそうになるが、過重労働者の生活習慣の乱れは職業要因により引き起こされている面も大きく、限界を実感している。企業外から企業に効果的に影響を与える方法などについて議論出来れば幸いである。
